
令
和
二
年
度 

慰
霊
巡
拝

の
実
施
予
定
に
つ
い
て

　

令
和
二
年
度
に
お
け
る
慰
霊
巡
拝
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

参
加
対
象
遺
族
の
範
囲
お
よ
び
選
考

基
準
な
ど
関
係
書
類
は
、
役
場
保
健
福

祉
課
に
準
備
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
左

記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

【
実
施
地
域
と
県
の
内
申
締
切
日
】

○
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国　

　

４
月
８
日（
水
）

○
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
・
ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国

　

４
月
８
日（
水
）

○
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
・
ユ
ダ
ヤ
自
治
州

　

４
月
８
日（
水
）

○
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　

４
月
17
日（
金
）

○
中
国
東
北
地
方（
旧
満
州
地
区
全
域
）

　

４
月
17
日（
金
）

○
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

　

５
月
１
日（
金
）

○
沿
岸
地
方　

５
月
１
日（
金
）

○
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島　

６
月
３
日（
水
）

○
ミ
ャ
ン
マ
ー　

６
月
16
日（
火
）

○
ト
ラ
ッ
ク
諸
島　

６
月
17
日（
水
）

○
フ
ィ
リ
ピ
ン（
一
班
・
二
班
・
三
班
）

　

９
月
９
日（
水
）

○
硫
黄
島（
一
次
）　

７
月
10
日（
金
）

○
硫
黄
島（
二
次
）　

10
月
５
日（
月
）

※ 

実
施
予
定
時
期
、
期
間
、
募
集
人
員

に
つ
い
て
は
、
地
域
ご
と
に
違
い
ま

す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
状
況
を
踏
ま
え
、
実
施
地

域
に
よ
っ
て
は
慰
霊
巡
拝
を
中
止
す

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

問 

役
場
保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

　

☎
４
７
６
‐
１
１
１
１
（
１
４
６
）

自
動
車
税
種
別
割
の　

納
付
に
つ
い
て

　

本
年
４
月
１
日
現
在
で
運
輸
支
局
に

登
録
さ
れ
て
い
る
、
自
動
車
の
所
有
者

又
は
使
用
者
の
方
に
自
動
車
税
種
別
割

の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
納
付
期
限
は
６
月
１
日（
月

曜
日
）
で
す
。
必
ず
納
付
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

　

転
居
の
た
め
納
税
通
知
書
が
届
か
な

い
方
、
納
税
に
つ
い
て
ご
相
談
の
あ
る

方
は
、
鹿
児
島
県
大
隅
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部
県
税
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
大
隅
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
県
税
課

　

☎
０
９
９
４
‐
５
２
‐
２
０
９
４

建
設
発
生
土
の
受
入
れ

地
を
募
集
し
ま
す

　

県
発
注
の
河
川
工
事
に
伴
い
発
生
す

る
掘
削
土
砂
の
受
入
れ
地
を
募
集
し
ま

す
。
工
事
箇
所
及
び
応
募
条
件
等
に
つ

い
て
は
、
左
記
お
問
い
合
わ
せ
先
か
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

受
付
期
間
は
通
年
で
す
。

問 

大
隅
地
域
振
興
局　

建
設
部　

　

土
木
建
築
課　

曽
於
市
駐
在

　

☎
０
９
９
‐
４
８
２
‐
０
４
８
１

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の

加
入
は
お
済
み
で
す
か
？

　

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
と
は
、ア
マ
チ
ュ

ア
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
文
化
活
動
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
行
う
社
会
教

育
関
係
団
体
を
対
象
と
し
た
保
険
で

す
。

　

保
険
期
間
は
加
入
手
続
日
の
翌
日
午

前
０
時
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

加
入
依
頼
書
な
ど
の
関
係
書
類
に
つ

き
ま
し
て
は
、
町
中
央
公
民
館
１
階
の

社
会
教
育
課
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
な
ど
の
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
も
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
大
崎
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

☎
4
7
6
‐
１
１
１
１
（
４
２
４
）

大
崎
町
が
け
地
近
接
等

危
険
住
宅
移
転
事
業
費

補
助
金
の
ご
案
内

【
制
度
の
概
要
】　

　

が
け
地
の
崩
壊
等
の
恐
れ
が
あ
る
危

険
な
住
宅
の
移
転
を
促
進
す
る
た
め
、

国
や
県
の
補
助
を
受
け
て
、
市
町
村
が

移
転
者
に
危
険
住
宅
の
除
却
や
安
全
な

場
所
へ
の
新
た
な
住
宅
建
設
等
に
要
す

る
経
費
に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
制

度
で
す
。

【
対
象
と
な
る
住
宅
】　

　

現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

① 

鹿
児
島
県
が
指
定
し
た
急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
に
存
す
る
住
宅

② 

が
け
の
高
さ
が
２
ｍ
を
超
え
、
勾
配

が
30
度
を
超
え
る
が
け
に
近
接
す
る

住
宅（
左
図
参
照
）
で
、
昭
和
46
年

８
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
建
物

③ 

鹿
児
島
県
が
指
定
し
た
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
に
存
す
る
住
宅

【
補
助
の
内
容
】　

① 

危
険
住
宅
の
解
体
、
除
却
等
に
要
す

る
経
費

② 

危
険
住
宅
に
代
わ
る
新
た
な
住
宅
の

建
設（
購
入
も
含
み
ま
す
。）、
土
地

取
得
、
敷
地
造
成
の
た
め
、
金
融
機

関
か
ら
融
資
を
受
け
た
場
合
の
借
入

金
の
利
子
額
に
対
し
て
限
度
額
を
設

け
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
補
助
金
の
額
】

問 

建
設
課
建
築
係

　

☎
4
7
6
‐
1
1
1
1
（
内
線
１
５
６
）

大
崎
町
木
造
住
宅
耐
震

診
断
・
耐
震
改
修
工
事

補
助
金
の
ご
案
内

【
制
度
の
概
要
】

　

木
造
住
宅
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性

の
向
上
を
図
る
た
め
、
大
崎
町
内
の
木

造
住
宅
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
工

事
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る

制
度
で
す
。

【
対
象
と
な
る
住
宅
】　

　

町
内
の
木
造
住
宅
の
う
ち
次
の
全
て

を
満
た
す
も
の
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

① 

在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
構
法
ま
た

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

除却等費 802千円

建
物
助
成
費

建　　物 4,570千円

土地取得 2,060千円

敷地造成 597千円

１戸当たり補助限度額
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